
　

備　考

チェック欄

                 愛知県トラック事業健康保険組合宛　

勤労・年金・その他男

フリガナ

女
同居・別居

合　  　 　　計

性別 続柄

男

女

（フリガナ）

記 号

（ 退 職 日 の 翌 日 ）

生 年 月 日

上記のとおり申請します。

　　年　　　月　　　日

令　和

令　和

昭・平

強制喪失年月日千円

円

令和　　　　年　　　月分からの保険料

円

確認書類

介護保険料

決
　
裁

常務理事 事務長

令和　　　年　　　月　　　日

任意継続番号

　　一般・調整保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　

納
付
日

係員（適用）

納
付
書
発
行
月
分

　　月　　　日
・保険証発送
・窓口交付日

発送・窓口
交  付  者

　　　月　　　日　　月　　　日

納付書送付日

課　長（総務） 部　長 係長（総務）

        月　　　　日

窓口交付

標準報酬月額

課長（業務）

　　　年　　　月分

納
付
期
限

　　　年　　　月分受付番号

強制取得年月日

月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　番

喪失予定年月日 　　年　　　　月　　　　日

　　年　　　　月　　　　日

資 格 喪 失 年 月 日

【裏面をお読みいただき、下記に記入または該当する箇所に○を付けてください。】

被 保 険 者 証 の 記 号 番 号 番 号

円

令和

昭・平・令

月　　　日

　年　　　　月　　　　日

　　年　　　　月　　　　日

・ 免 許 証 ・ 委 任 状

係員（総務） 係長（適用）

任継取得年月日

・ そ の 他 （ ）

名

※上記わく内は記入しないでください。

被 扶 養 者 数

被保険者証の記号番号を記入した場合は不要です
被
 

保
 

険
 

者
 

が
 

記
 

入
 

す
 
る
 
と
 
こ
 
ろ

年　　　　　　月　　　　　　日

年 月 日

名 称

所 在 地

　 注）今回新規として被扶養者となられる方につきましては、別途「被扶養者（異動）届」が必要となります。

生 年 月 日

勤労・年金・その他

同居・別居の別

昭　・　平

左記「有」の場合は下記被扶養者届を記入してください。

生　年　月　日

同居・別居

資 格 喪 失 時 の 事 業 所

職　業 年間収入

被保険者証の記号番号を記入した場合は不要です

万円

有　・　無被 扶 養 者 の 有 無

郵便番号

個  人  番  号 （ マ イ ナ ン バ ー ）
被保険者証の記号番号を記入した場合は不要です

昭・平・令

被　　　　扶　　　　養　　　　者　　　　届

被　扶　養　者　の　氏　名

―

昭・平・令

　　年　　　月　　　日

（フリガナ）

万円

個  人  番  号 （ マ イ ナ ン バ ー ）

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

電話番号
携　    帯

電話番号

氏　  　名

個  人  番  号 （ マ イ ナ ン バ ー ）

　国民健康保険料の確認はされましたか？

申　請　者

自    　宅

 マンション、アパートにお住まいの方は

 部屋番号までご記入ください。

　（　　　　　　）　　　　　　 －

　（　　　　　　）　　　 　　　　－
　（チェックがない場合には確認の為ご連絡させて頂きます）

住　　　所



【注意事項について】

してください。納付期限までに納付されない場合、任意継続の資格取得はできませんのでご注

1.  組合事務所窓口にて初回保険料を納付すれば保険証をお渡しできます。
　保険証を受け取る方が被保険者の場合は身分証明書（運転免許証等）の提示、被保険者以外の方の場合は、

【保険証の窓口交付を希望される場合について】

身分証明書・委任状がない場合は、被保険者住所宛郵送になります。

※　保険料をまとめて納付する前納制度があります。希望される方は前納申出書をご提出ください。

3.申請書受付後、申請者住所へ初回保険料の納付書を送付します。納付期限までに必ず納付

１．この申請書は資格喪失日から２０日以内に提出してください。

2.　事業主から喪失届が提出されていないと手続きができません。窓口にお越しになる前に電話確認され

２０日を経過しますと天災地変、交通・通信関係のスト等の理由がある時以外は認められません。

ることをお勧めいたします。

が必要となります。

4.申請書の記入に際し、被保険者証の記号番号を記入した場合は、個人番号の記入は不要ですが、
任意継続被保険者資格取得時に新たに被扶養者を認定しようとする場合は、被扶養者の個人番号

ご不明な点がありましたら当組合　業務課までお問い合わせください。　℡０５２（８８２）９６８６

意ください。

村の条例）があり、健康保険料より安い場合があります。国民健康保険料の確認はされましたか？

被保険者が保険証の受領を依頼する委任状及び受け取る方の身分証明書（運転免許証等）の提示が必要です。

2.国民健康保険料は、各市区町村で異なり、また減額（軽減）制度（国の法律）・減免制度（各市町

前納について

・ 前納の申出をすることにより、４月分から９月分まで若しくは１０月分から翌年３月分までの６月間、

または４月分から翌年３月分の１２月間の保険料をまとめて納付することができます。

上記期間中に資格取得をした場合は、初回保険料の翌月分からが前納扱いになります。

・ 前納制度は割引が適用され、年４分の利率により複利計算で割引されます。

・ 就職により新たに被保険者資格を取得した場合、被保険者からの申し出により資格喪失した場合

及び、被保険者が死亡した場合は、申請により未経過部分の保険料は還付いたします。


